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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
２ 第５期中間連結会計期間より中間連結財務諸表及び第５期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前について

は記載しておりません。 
３ 第５期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、新株予約権の残高がありましたが、当社株

式は非上場であり期中平均株価が把握できませんでしたので、記載しておりません。 
４ 従業員数は、当社及び関係会社から他社への出向者を除く就業人員数を表示しております。 

  

回次 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期 

会計期間 

自 平成16年 
   ９月１日 
至 平成17年 
   ２月28日 

自 平成17年
   ９月１日
至 平成18年 
   ２月28日

自 平成18年
   ９月１日
至 平成19年 
   ２月28日

自 平成16年 
   ９月１日 
至 平成17年 
   ８月31日 

自 平成17年
   ９月１日
至 平成18年 
   ８月31日

売上高 (千円) ― 1,460,495 7,471,493 ― 2,516,543

経常利益 (千円) ― 994,991 2,452,723 ― 1,506,731

中間(当期)純利益 (千円) ― 562,382 1,450,623 ― 882,302

純資産額 (千円) ― 1,224,979 7,496,796 ― 3,987,703

総資産額 (千円) ― 6,221,002 15,384,866 ― 8,469,992

１株当たり純資産額 (円) ― 30,933.83 137,241.85 ― 85,464.18

１株当たり中間(当期)純
利益 

(円) ― 14,201.58 27,856.47 ― 20,650.23

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純
利益 

(円) ― ― 23,613.95 ― 16,413.54

自己資本比率 (％) ― 19.7 48.7 ― 47.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △2,534,538 △1,905,285 ― △2,749,726

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △32,832 △32,378 ― △133,067

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 3,923,502 4,512,784 ― 5,545,129

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) ― 1,789,128 5,597,214 ― 3,023,225

従業員数 (人) ― 25 34 ― 34



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
２ 当社は、第５期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については作成しておりません。また、第

５期中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため及び第５期より連結財務諸表を作成しているため、持分法を
適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキ
ャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高については記載しておりません。 

３ 当社は、第４期中間会計期間及び第４期については関連会社が損益等からみて重要性に乏しいため、また第５期中間会計
期間より連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。 

４ 第４期及び第５期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の残高がありまし
たが、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できませんでしたので、記載しておりません。 

５ 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数を表示しております。 
６ 当社は平成17年８月30日付で普通株式１株につき30株の株式分割を行っております。 

回次 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期 

会計期間 

自 平成16年 
   ９月１日 
至 平成17年 
   ２月28日 

自 平成17年
   ９月１日
至 平成18年 
   ２月28日

自 平成18年
   ９月１日
至 平成19年 
   ２月28日

自 平成16年 
   ９月１日 
至 平成17年 
   ８月31日 

自 平成17年
   ９月１日
至 平成18年 
   ８月31日

売上高 (千円) ― 1,451,096 7,471,413 1,402,788 2,485,519

経常利益 (千円) ― 1,031,567 2,458,311 741,708 1,581,738

中間(当期)純利益 (千円) ― 596,976 1,451,615 427,058 922,797

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― 48,000 2,088,200 48,000 1,059,500

発行済株式総数 (株) ― 39,600 54,580 39,600 46,600

純資産額 (千円) ― 1,259,573 7,496,650 662,597 3,981,492

総資産額 (千円) ― 3,124,889 15,384,597 1,377,543 8,463,633

１株当たり純資産額 (円) ― 31,807.41 137,239.16 16,732.25 85,439.75

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 15,075.16 27,875.52 10,784.30 21,598.01

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― 23,630.10 ― 17,166.87

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 40.3 48.7 48.1 47.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― △2,225,638 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― △38,310 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― △100,496 ―

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) ― ― ― 429,997 ―

従業員数 (人) ― 25 34 21 34



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、当社が資金融資をしておりました匿名組合営業者である(有)エムケーサターン（連結子会社）

は、平成18年9月29日付で名古屋市中区における不動産事業資金として投資家から匿名組合出資を受け入れたことにより、当社の同

社に対する業務執行権限がないものと認定され、支配力基準により連結子会社に該当しなくなりました。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年2月28日現在 

(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年2月28日現在 

(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

アセット・マネージメント事業 16 

アセット・インキュベーション事業 5 

その他の事業 1 

全社（共通） 12 

合計 34 

従業員数(人) 34 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、個人消費に依然力強さが見られないものの、企業セクターの堅調な設備投資の増

加に支えられ、さらに雇用情勢にも改善の兆しが見えることから、緩やかな景気拡大局面にあるといえます。 

当業界におきましては、本邦金利の先高感や不動産価格の高騰といった要因から不動産投資に対する悪影響が懸念されておりま

すが、その一方でREIT（不動産投資信託）や私募ファンドから潤沢な資金が流入していることもあり、引続き好調を維持しており

ます。 

このような状況のもと、当社グループは従来の不動産自己投資事業を新たに「アセット・インキュベーション事業」へ名称変更

し、不動産のアセット・マネージメント事業とともに主力事業とすることで、当社の収益基盤をより強固にし、また今後の成長路

線を維持すべく、これらの事業の拡大に努めて参りました。 

アセット・インキュベーション事業においては、大阪市西区所在の土地について総合設計制度による建築確認を取得した結果、

更地の状態と比して高い評価を受けることになり、この土地を売却することで、当中間連結会計期間の収益に大きく貢献すること

となりました。また、他の物件につきましても、複雑な権利関係を解消し、その不動産の価値を高めた上で売却を行なっておりま

す。その一方で、今後の当事業の拡大のため、東京都区部及び名古屋市において不動産の取得を進めました。 

アセット・マネージメント事業においては、当中間連結会計期間末時点で、当初の計画に沿って受託資産の積み上げを達成して

おりますが、投資家の保有資産の運用方針の変更等の理由で売却が計画より遅れており、フィー収入については当初計画より下回

る結果となりました。 

以上の結果、当中間連結会計期間においては、アセット・インキュベーション事業が大きく寄与した結果、売上高は7,471,493千

円(前年同期比511.6％)、経常利益は2,452,723千円(前年同期比246.5％)、中間純利益は1,450,623千円(前年同期比257.9％)と、そ

れぞれ好調な業績となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

なお、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメントの業績を記載しているため、売上高及び営業利益の前期比は記載してお

りません。 

  

（アセット・インキュベーション事業） 

当中間連結会計期間は、大阪市西区所在の土地他2案件をバリューアップの上売却するとともに、保有物件の賃料収入等もあ

り、アセット・インキュベーション事業の売上高は6,803,862千円、営業利益は2,471,006千円と好調なものになりました。 

  

（アセット・マネージメント事業） 

当中間連結会計期間は、預り資産の受託残高が順調に伸びたためアクイジション・フィー及びアニュアル・フィーについては、

予定どおり計上することができました。しかしながら、預り資産の売却が進まなかったため、ディスポジション・フィー及びイン

センティブ・フィーの実績が伸びず、アセット・マネージメント事業の売上高は641,292千円、営業利益は431,246千円にとどまっ

ております。 

  

(その他の事業） 

当中間連結会計期間は、ビジネス・サポート・ローン等の金利収入及び仲介手数料などの収入がありましたので、その他の事業

の売上高の計上は26,338千円、営業利益は13,520千円となりました。 

  



  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）については、長期借入金及び社債の起債並びに公

募増資による株式の発行により資金を調達する一方で、新規事業（アセット・インキュベーション事業）の業務拡大のため、不

動産の購入及び特別目的会社等に対する融資などを行なった結果、期首残高に比べ2,573,989千円増加し、当中間連結会計期間末

には5,597,214千円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は、1,905,285千円(前年同期比629,252千円の支出減)となりました。 

これは、主に税金等調整前中間純利益2,452,723千円を計上したものの、不動産の取得によりたな卸資産が3,141,944千円増加

し、また特別目的会社等に対するローンの融資残高が885,624千円増加したほか、法人税等の支払483,703千円などがあったため

のものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、32,387千円(前年同期比454千円の支出減)となりました。 

これは、ソフトウェアの購入・開発等で14,288千円を支出したのが主な要因であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、4,512,784千円(前年同期比589,282千円の収入増)となりました。 

これは、公募増資により2,039,264千円の調達を行ったほか、不動産の購入及び開発資金に充てるための長期借入金及び社債の

残高が2,594,320千円増加したことが主因となっております。 

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、アセット・マネージメント事業及びアセット・インキュベーション事業を主体

としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。 
  

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

アセット・マネージメント事業 641,292 45.3 

アセット・インキュベーション事業 6,803,862 241,212.7 

その他の事業 26,338 63.4 

合計 7,471,493 511.6 

相手先 

前中間連結会計期間
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈲エムケーインベストメント 1,224,835 83.9 185,885 2.5 

㈲ティオマン ― ― 5,120,000 68.5 

㈱ビクトリア ― ― 1,453,444 19.5 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

 （１）提出会社 

    当中間連結会計期間において、以下のソフトウエアが稼動しております。 

平成19年2月28日現在 

 （注） 上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

      該当事項はありません。 

（２）重要な設備の除却等 

   該当事項はありません。 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容

帳簿価額(千円) 
従業員数 
(人) ソフト

ウェア 
合計 

本 社 
(東京都港区) 

全社共通 本社経理システム 17,117 17,117 34



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 194,320

計 194,320

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年２月28日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年５月30日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 54,580 54,580
東京証券取引所
（マザーズ） 

― 

計 54,580 54,580 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

  
新株予約権 

（平成16年8月4日臨時株主総会の特別決議） 

  
中間会計期間末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数（個）    164（注）1    151（注）1,5 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   4,920（注）3     4,530（注）3,5 

新株予約権の行使時の払込金額      4,942円（注）2,3,4 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年9月 1日から
平成21年8月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 4,942円（注）3,4
資本組入額 2,471円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において、当社
及び当社と資本関係のある会
社の取締役、監査役、従業員
であることを要する。 
②本新株予約権者は、以下の
期間毎に、割当てられた本新
株予約権の全部または一部を
行使できるものとする。その
計算にあたっては、1株未満の
端数は切り捨てるものとす
る。 
（イ）平成18年9月1日から平
成19年8月31日までは、割当
てられた本新株予約権の目的
たる株式数の10分の3につい
て行使することができるもの
とする。 
（ロ）平成19年9月1日から平
成20年8月31日までは、割当
てられた本新株予約権の目的
たる株式数の10分の3につい
て行使することができるもの
とする。 
（ハ）平成20年9月1日から平
成21年8月31日までは、割当
てられた本新株予約権の目的
たる株式数のすべてについて
行使することができるものと
する。 
③本新株予約権者は、新株予
約権割当後、権利行使までに 
禁錮刑以上の刑に処せられて
いないこと要する。 
④本新株予約権者が死亡した
場合は、その者の相続人がこ
れを行使できるものとする。 
⑤その他の条件については本
総会決議および本取締役会決
議に基づき、当社と本新株予
約権者との間で締結する契約
に定めることによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡することはできないもの
とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、30株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整 

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  
  

  
  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  

３ 平成17年8月30日付をもって普通株式1株を30株に分割したのに伴い、新株引受権の目的となる株式の数、発行価格及び資

本組入額が調整されております。 

  

４ 平成18年11月６日付の公募増資に伴い、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。 

  

５ 退職に伴う減少であります。 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  

調整後払込金額 

  

＝ 

  

調整前払込金額 

  

× 

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



  
  
（平成17年5月31日臨時株主総会の特別決議） 

  
中間会計期間末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数(個)   120（注）1 110（注）1,5 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  3,600（注）3 3,300（注）3,5 

新株予約権の行使時の払込金額     17,789円（注）2,3,4 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年6月 1日から
平成22年5月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 17,789円（注）3,4
資本組入額 17,789円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において、当社
及び当社と資本関係のある会
社の取締役、監査役、従業員
であることを要する。 
②本新株予約権者は、以下の
期間毎に、割当てられた本新
株予約権の全部または一部を
行使できるものとする。その
計算にあたっては、1株未満の
端数は切り捨てるものとす
る。 
（イ）平成19年6月1日から平
成20年5月31日までは、割当
てられた本新株予約権の目的
たる株式数の10分の3につい
て行使することができるもの
とする。 
（ロ）平成20年6月1日から平
成21年5月31日までは、割当
てられた本新株予約権の目的
たる株式数の10分の3につい
て行使することができるもの
とする。 
（ハ）平成21年6月1日から平
成22年5月31日までは、割当
てられた本新株予約権の目的
たる株式数のすべてについて
行使することができるものと
する。 
③本新株予約権者は、新株予
約権割当後、権利行使までに 
禁錮刑以上の刑に処せられて
いないこと要する。 
④本新株予約権者が死亡した
場合は、その者の相続人がこ
れを行使できるものとする。 
⑤その他の条件については本
総会決議および本取締役会決
議に基づき、当社と本新株予
約権者との間で締結する契約
に定めることによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡することはできないもの
とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、30株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整 

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  
  

  
  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  

３ 平成17年8月30日付をもって普通株式1株を30株に分割したのに伴い、新株引受権の目的となる株式の数、発行価格及び資

本組入額が調整されております。 

  

４ 平成18年11月６日付の公募増資に伴い、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。 

  

５ 退職に伴う減少であります。 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  

調整後払込金額 

  

＝ 

  

調整前払込金額 

  

× 

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



  
  
（平成17年11月24日定時株主総会の特別決議） 

  
中間会計期間末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数(個)       960（注）1 960（注）1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 960 960 

新株予約権の行使時の払込金額   128,475円（注）2,3 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年12月1日から
平成21年11月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  128,475円（注）3
資本組入額 128,475円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において、当社
及び当社と資本関係のある会
社の取締役、監査役、従業員
であることを要する。 
②本新株予約権者は、以下の
期間毎に、割当てられた本新
株予約権の全部または一部を
行使できるものとする。その
計算にあたっては、1株未満の
端数は切り捨てるものとす
る。 
（イ）平成19年12月1日から
平成20年11月30日までは、割
当てられた本新株予約権の目
的たる株式数の2分の1につい
て行使することができるもの
とする。 
（ロ）平成20年12月1日から
平成21年11月30日までは、割
当てられた本新株予約権の目
的たる株式数の2分の1につい
て行使することができるもの
とする。 
③本新株予約権者は、新株予
約権割当後、権利行使までに 
禁錮刑以上の刑に処せられて
いないこと要する。 
④本新株予約権者が死亡した
場合は、その者の相続人がこ
れを行使できるものとする。 
⑤その他の条件については本総
会決議および本取締役会決議に
基づき、当社と本新株予約権者
との間で締結する契約に定める
ことによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡することはできないもの
とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整 

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。  
  

  
  

  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  

３ 平成18年11月６日付の公募増資に伴い、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。 

  

調整後払込金額 

  

＝ 

  

調整前払込金額 

  

× 

  

１ 

分割・併合の比率 

  

調整後払込金額 

  

＝ 

  

調整前払込金額 

  

× 

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

  

  



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整 

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。  
  

  
  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  

３ 平成18年11月６日付の公募増資に伴い、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。 

  

  
（平成17年11月24日定時株主総会の特別決議） 

  
中間会計期間末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数(個)       228（注）1 228（注）1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 228 228 

新株予約権の行使時の払込金額  128,475円（注）2,3 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年12月1日から
平成20年11月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 128,475円（注）3
資本組入額 128,475円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において、当社
及び当社と資本関係のある会
社の取締役、監査役、従業員
であることを要する。 
②新株予約権者は、新株予約
権割当後、権利行使までに 
禁錮刑以上の刑に処せられて
いないこと要する。 
③本新株予約権者が死亡した
場合は、その者の相続人がこ
れを行使できるものとする。 
④その他の条件については本総
会決議および本取締役会決議に
基づき、当社と本新株予約権者
との間で締結する契約に定める
ことによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡することはできないもの
とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  

  

調整後払込金額 

  

  

＝ 

  

  

調整前払込金額 

  

  

× 

  

  

既発行株式数

  

  

＋

  

  

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整 

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。  
  

  
  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  

  
（平成18年11月22日定時株主総会の特別決議） 

  
中間会計期間末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数(個)       400（注）1 400（注）1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 400 400 

新株予約権の行使時の払込金額 331,328円（注）2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年12月1日から
平成22年11月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   331,328円
資本組入額  165,664円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において、当社
及び当社と資本関係のある会
社の取締役、監査役、従業員
であることを要する。 
②新株予約権者は、新株予約
権割当後、権利行使までに 
禁錮刑以上の刑に処せられて
いないこと要する。 
③本新株予約権者が死亡した
場合は、その者の相続人がこ
れを行使できるものとする。 
④その他の条件については本総
会決議および本取締役会決議に
基づき、当社と本新株予約権者
との間で締結する契約に定める
ことによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡することはできないもの
とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  

  

調整後払込金額 

  

  

＝ 

  

  

調整前払込金額 

  

  

× 

  

  

既発行株式数

  

  

＋

  

  

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



 (3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

（注）１ 新株予約権の行使ならびに有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による増加であります。 

２ 平成18年９月30日に新株予約権の行使による新株式の発行により、発行済株式総数が1,980株、資本金が4,950千円、資本

準備金が4,950千円増加しております。 

また、平成18年11月６日に有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）により、発行済株式総数が6,000株、資本

金が1,023,750千円、資本準備金が1,023,750千円増加しております。 

 発行価格 ： 363,750円 

 引受価額 ： 341,250円 

 発行価額 ： 341,250円 

 資本組入額： 170,625円 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成18年９月１日～ 
平成19年２月28日 

（注）1 
7,980 54,580 1,028,700 2,088,200 1,028,700 2,412,950



(5) 【大株主の状況】 

平成19年２月28日現在 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年２月28日現在 

  ② 【自己株式等】 

平成19年２月28日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株) 
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

加藤 一郎太 東京都港区 16,200 29.68

双日リアルネット㈱ 東京都港区赤坂2-19-4 1,800 3.29

㈱ビケンテクノ 大阪府吹田市南金田2-12-1 1,740 3.18

日興コーディアル証券 
投資事業組合 

東京都千代田区丸の内1-2-1 1,650 3.02

シージーエムエフピー―ピーシ
ーエフ エクイティ 
（常任代理人 シティバンク・
エヌ・エイ東京支店） 

388  GREENWICH  STREET.  NEW  YORK NY 
10013 U.S.A. 
（東京都品川区東品川2-3-14） 

1,588 2.90

日興シティグループ証券㈱ 東京都港区赤坂5-2-20 1,379 2.52

井口 宗樹 千葉県松戸市 1,300 2.38

エスビーエーマネジメント㈱ 東京都千代田区麹町5-7-2 1,200 2.19

日本証券金融㈱ 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 1,197 2.19

杉山 礼子 東京都杉並区 1,000 1.83

計 ― 29,054 53.23

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 54,580 54,580 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 54,580 ― ― 

総株主の議決権 ― 54,580 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場（マザーズ）におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成18年９月 10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 

最高(円) 448,000 443,000 376,000 361,000 407,000 401,000 

最低(円) 361,000 331,000 257,000 300,000 328,000 315,000 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下

「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年９月１日から平成18年２月28日まで)は改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間

連結会計期間(平成18年９月１日から平成19年２月28日まで)は改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年９月１日から平成18年２月28日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期

間(平成18年９月１日から平成19年２月28日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年９月１日から平成18年２月28日まで)及び当中間

連結会計期間(平成18年９月１日から平成19年２月28日まで)並びに前中間会計期間(平成17年９月１日から平成18年２月28日まで)

及び当中間会計期間(平成18年９月１日から平成19年２月28日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、監査法人トー

マツにより中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 金額(千円)

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    1,789,128 5,597,214   3,023,225 

２ 売掛金    134,373 185,227   92,141 

３ 営業貸付金    ― 1,199,519   ― 

４ 販売用不動産 ※１  3,887,676 7,781,102   4,371,816 

５ その他    163,191 359,713   736,795 

  貸倒引当金    △1,122 △8,536   △2,762 

流動資産合計    5,973,245 96.0 15,114,242 98.2   8,221,217 97.1

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※２        

(1) 建物    4,478 18,693   20,507 

(2) 車両運搬具    1,660 5,726   1,345 

(3) 器具備品    4,666 16,274   18,394 

有形固定資産合
計 

   10,805 0.2 40,694 0.3   40,246 0.5

２ 無形固定資産    16,546 0.3 36,097 0.2   25,939 0.3

３ 投資その他の資 
  産 

         

(1) その他の関係
会社有価証券 

   142,097 ―   ― 

(2) その他    78,307 193,832   182,589 

投資その他の資
産合計 

   220,404 3.5 193,832 1.3   182,589 2.1

固定資産合計    247,756 4.0 270,624 1.8   248,775 2.9

資産合計    6,221,002 100.0 15,384,866 100.0   8,469,992 100.0

           



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 金額(千円)

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金    ― 3,689   ― 

２ 短期借入金 ※１  780,000 300,000   400,000 

３ 一年以内返済予 
定の長期借入金 

※１  3,392,996 148,178   2,708,676 

４ 未払法人税等    488,911 1,143,367   497,670 

５ 預り金    136,697 428,755   ― 

６ 賞与引当金    92,841 147,498   ― 

７ その他 ※３  102,398 206,580   559,942 

流動負債合計    4,993,844 80.3 2,378,070 15.5   4,166,288 49.2

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 ※１  ― 1,970,000   ― 

２ 長期借入金 ※１  2,178 3,540,000   316,000 

固定負債合計    2,178 0.0 5,510,000 35.8   316,000 3.7

負債合計    4,996,022 80.3 7,888,070 51.3   4,482,288 52.9

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    48,000 0.8 ― ―   ― ―

Ⅱ 利益剰余金    1,176,979 18.9 ― ―   ― ―

資本合計    1,224,979 19.7 ― ―   ― ―

負債資本合計    6,221,002 100.0 ― ―   ― ―

           



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 金額(千円)

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― ― 2,088,200 13.6   1,059,500 12.5

２ 資本剰余金    ― ― 2,412,950 15.7   1,384,250 16.3

３ 利益剰余金    ― ― 2,989,156 19.4   1,538,533 18.2

株主資本合計    ― ― 7,490,306 48.7   3,982,283 47.0

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券  
評価差額金 

   ― 353   347 

評価・換算差額
等合計 

   ― ― 353 0.0   347 0.0

Ⅲ 新株予約権    ― ― 6,136 0.0   ― ―

Ⅳ 少数株主持分    ― ― ― ―   5,072 0.1

純資産合計    ― ― 7,496,796 48.7   3,987,703 47.1

負債純資産合計    ― ― 15,384,866 100.0   8,469,992 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 金額(千円)

百分比
(％) 金額(千円) 

百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    1,460,495 100.0 7,471,493 100.0   2,516,543 100.0

Ⅱ 売上原価    89,261 6.1 4,273,244 57.2   152,161 6.0

売上総利益    1,371,234 93.9 3,198,249 42.8   2,364,382 94.0

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１  295,830 20.3 629,786 8.4   688,910 27.4

営業利益    1,075,403 73.6 2,568,463 34.4   1,675,472 66.6

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   6   2,848 8,233   

２ 受取配当金   ―   8 ―   

３ 有価証券売却益   ―   114 ―   

４ 雑収入   7 14 0.0 428 3,400 0.0 95 8,328 0.3

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   25,024   35,705 82,202   

２ 新株発行費償却   6,878   ― ―   

３ 株式交付費   ―   18,135 27,435   

４ 株式公開関連費   24,395   ― 42,054   

５ 社債発行保証料   ―   1,964 ―   

６ 社債発行費償却   ―   39,181 ―   

７ 融資手数料   23,625   20,800 23,625   

８ 雑損失   502 80,426 5.5 3,353 119,140 1.6 1,752 177,069 7.0

経常利益    994,991 68.1 2,452,723 32.8   1,506,731 59.9

Ⅵ 特別損失          

  １ 固定資産売却損 ※２ ―   ― 415   

 ２ 固定資産除却損 ※３ ―   ― 4,378   

 ３ 事務所移転費用   ― ― ― ― ― ― 13,145 17,939 0.7

税金等調整前中
間(当期)純利益 

   994,991 68.1 2,452,723 32.8   1,488,791 59.2

法人税、住民税 
及び事業税 

  488,912   1,124,467 651,416   

法人税等調整額   △53,303 435,609 29.8 △118,283 1,006,183 13.5 △41,926 609,489 24.2

少数株主損失    3,000 0.2 4,083 0.1   3,000 0.1

中間(当期)純利
益 

   562,382 38.5 1,450,623 19.4   882,302 35.1

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   614,597 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

  中間純利益   562,382 562,382 

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高   1,176,979 

      



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年８月31日残高(千円) 1,059,500 1,384,250 1,538,533 3,982,283 

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行 1,028,700 1,028,700 2,057,400 

 中間純利益   1,450,623 1,450,623 

 株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額) 

  ― 

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円) 

1,028,700 1,028,700 1,450,623 3,508,023 

平成19年２月28日残高(千円) 2,088,200 2,412,950 2,989,156 7,490,306 

  

評価・換算差 
額等 

新株予約権
少数株主
持分 

純資産合計
その他有価証 
券評価差額金 

平成18年８月31日残高(千円) 347 ― 5,072 3,987,703 

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行   2,057,400 

 中間純利益   1,450,623 

 株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額) 

5 6,136 △5,072 1,069 

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円) 

5 6,136 △5,072 3,509,092 

平成19年２月28日残高(千円) 353 6,136 ― 7,496,796 



  

前連結会計年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日）    

  

  

  

  

  株 主 資 本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成17年8月31日残高(千

円) 
48,000 ― 614,597 662,597 

連結会計年度中の変動額         

新株の発行 1,011,500 1,384,250   2,395,750 

当期純利益     882,302 882,302 

連結子会社の除外によ
る増加 

    41,633 41,633 

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 

      ― 

連結会計年度中の変動額
合計(千円) 

1,011,500 1,384,250 923,935 3,319,685 

平成18年8月31日残高(千

円) 
1,059,500 1,384,250 1,538,533 3,982,283 

  評価・換算差

額等 
少数株主持分 純資産合計 

その他有価証 

券評価差額金 

平成17年8月31日残高(千

円) 
― ― 662,597 

連結会計年度中の変動額       

新株の発行     2,395,750 

当期純利益     882,302 

連結子会社の除外による
増加 

    41,633

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 

347 5,072 5,420

連結会計年度中の変動額合
計(千円) 

347 5,072 3,325,106

平成18年8月31日残高(千

円) 
347 5,072 3,987,703 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年9月 1日 
至 平成19年2月28日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成17年9月 1日 
至 平成18年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

   

１ 税金等調整前中間(当期)純
利益 

 994,991 2,452,723 1,488,791 

２ 減価償却費  1,814 8,873 7,430 

３ 貸倒引当金の増加額 
(△は減少額) 

 614 5,774 2,263 

４ 賞与引当金の増加額 
(△は減少額) 

 92,841 147,498 ― 

５ 匿名組合投資損益  4,606 △178 941 

６ 受取利息及び受取配当金  △6 △2,857 △8,233 

７ 支払利息  25,024 35,705 82,202 

８ 株式報酬費用  ― 6,136 ― 

９ 融資手数料  ― 20,800 23,625 

10 社債発行費償却  ― 39,181 ― 

11 株式交付費  ― 18,135 ― 

12 固定資産除却損  ― ― 4,378 

13 売上債権の減少額 
(△は増加額) 

 △101,698 △93,086 △61,151 

14 営業貸付金の減少額 
(△は増加額) 

 △43,895 △885,624 △313,895 

15 たな卸資産の減少額 
(△は増加額) 

 △3,288,513 △3,141,944 △3,938,057 

16 立替金の減少額(△は増加額)  44,124 △3,324 38,997 

17 物件取得等仮払金支出の減  
少額(△は増加額) 

 242 ― 340,706 

18 匿名組合出資の減少額 
(△は増加額) 

 ― △3,986 92,371 

19 仕入債務の増加額 
(△は減少額) 

 △2,047 1,603 38 

20 未払金の増加額(△は減少額)  ― △59,663 112,392 

21 預り金の増加額(△は減少額)  43,647 43,282 292,423 

22 預り敷金の増加額 
(△は減少額) 

 12 65,866 ― 

23 その他  2,262 △43,798 △390,496 

小計  △2,225,979 △1,388,882 △2,225,271 

24 利息及び配当金の受取額  6 2,622 8,233 

25 利息の支払額  △26,237 △35,321 △82,202 

26 法人税等の支払額  △282,328 △483,703 △450,486 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,534,538 △1,905,285 △2,749,726 

   前中間連結会計期間 

(自 平成17年9月 1日 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年9月 1日 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成17年9月 1日 



  

至 平成18年2月28日) 至 平成19年2月28日) 至 平成18年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

   

１ 有形固定資産の取得による
支出 

 △448 △5,190 △38,447 

２ 無形固定資産の取得による  
支出 

 △6,323 △14,288 △17,658 

３ 信託預金の払戻による収入  ― 13,175 ― 

４ 信託預金の預入による支出  ― △18,928 ― 

５ 投資有価証券の取得による
支出 

 ― ― △3,650 

６ 投資有価証券の売却による 
収入 

 ― 354 ― 

７ 出資金の払込による支出  △13,500 △4,000 △21,500 

８ 差入敷金保証金の支出  △12,560 ― △61,044 

９ その他  ― △3,500 9,233 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △32,832 △32,378 △133,067 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

   

１ 短期借入金の純増減  780,000 △100,000 400,000 

２ 長期借入れによる収入  3,150,000 3,540,000 3,466,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △6,498 △2,876,498 △692,996 

４ 社債の発行による収入  ― 2,340,818 ― 

５ 社債の償還による支出  ― △410,000 ― 

６ 株式の発行による収入  ― 2,039,264 2,395,750 

７ その他  ― △20,800 △23,625 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 3,923,502 4,512,784 5,545,129 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,356,131 2,575,120 2,662,335 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残 
  高 

 429,997 3,023,225 429,997 

Ⅵ 連結子会社増加に伴う現金及
び現金同等物の増加額 

 3,000 ― 5,120 

Ⅶ 連結子会社減少に伴う現金及
び現金同等物の減少額 

 ― △1,131 △74,227 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期
末(期末)残高 

※１ 1,789,128 5,597,214 3,023,225 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
(1) 連結子会社の数１社 
   連結子会社の名称 
   (有)エムケービーナス 
   (有)エムケービーナスについて 
   は、当中間連結会計期間におい

て、当社が同社の不動産購入を目
的とした借入金3,150,000千円の
返済について連帯保証をするとと
もに、同社あての立替金333,000
千円について、新たに金銭消費貸
借契約を締結の上、融資しており
ます。 

   その結果、(有)エムケービーナ 
スは、財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則に定める
子会社に該当することになったた
め、連結子会社としております。 

  
  
  
  
  
  
  
  
(2) 非連結子会社の主要会社名等 
  該当事項はありません。 

１ 連結の範囲に関する事項 
(1) 連結子会社の数１社 
   連結子会社の名称 
   (有)エムケーチェリー 

なお、平成18年８月期連結会計
年度において(有)エムケーサター
ンを連結子会社としましたが、同
社が平成18年9月29日付で名古屋市
中区における不動産事業資金とし
て投資家から匿名組合出資を受け
入れたことにより、当社の同社に
対する業務執行権がないものと認
定され、同社は支配力基準により
連結対象から除かれました。その
結果、同日をもって当社の連結子
会社は１社となっております。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (2) 非連結子会社の主要会社名等 
（有）エムケービーナス 
（株）エムケーレオ 
合同会社エムケーコスモス 

（連結の範囲から除いた理由） 
 (有)エムケービーナス、(株)エム
ケーレオ及び合同会社エムケーコス
モスは小規模であり、総資産、売上
高、中間純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）
等は、いずれも中間連結財務諸表に
重要な影響を及ぼしていないため連
結の範囲から除いております。 
  

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数２社 
連結子会社の名称 
(有)エムケーサターン 
(有)エムケーチェリー 
(有)エムケーサターン及び(有)

エムケーチェリーは、当連結会計
年度において、同社の不動産購入
に係る資金それぞれ210,000千円及
び110,000千円について当社との間
に金銭消費貸借契約を締結してお
ります。 
その結果、両社は財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する
規則に定める子会社に該当するこ
ととなったため、連結子会社とし
ております。 
なお、当連結会計年度において

当社が不動産開発事業資金を融資
したことにより、(有)エムケーロ
ーズを当社の連結子会社としまし
たが、当連結会計年度中にその全
額が返済されることとなったこと
から、連結子会社から除外してお
ります。 
  

(2)主要な非連結子会社名 
  (有)エムケービーナス 

  当社は(有)エムケービーナスを、
当社が同社の不動産購入を目的とし
た借入金3,150,000千円の返済につ
いて連帯保証をしたこと等により、
実質的に支配していたため子会社と
しておりましたが、第３四半期末に
おいて、連帯保証が解消されたこと
等により関連会社となりました。し
かし、連結会計年度末において、当
社が同社の物件を取得したことに伴
い、同社における金融機関からの借
入債務が全額解消されたため、当社
が実質的に支配することとなったた
め子会社となっております。 
（連結の範囲から除いた理由） 
 (有)エムケービーナスは小規模で
あり、総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等は、いずれも
連結財務諸表に重要な影響を及ぼし
ていないため連結の範囲から除いて
おります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

    なお、連結決算にあたっては、  
(有)エムケービーナスが連結子会
社であった期間の損益計算書及び



    キャッシュ・フロー計算書を連結
の対象としております。 

  

 ２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社 

  該当事項はありません。 

  

(2) 持分法適用の非連結子会社 

  該当事項はありません。 

  

(3) 持分法を適用しない関連会社の

名称 

 (有)エムケーマーキュリー 

  

(持分法を適用しない理由) 

  持分法非適用会社は、中間純損益 

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であるため、持分法の適用から除

外しております。 

  

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社(有)エムケービーナス

の中間決算日は11月30日でありま

す。中間連結財務諸表を作成するに

当たっては同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社 

  同左 

  

(2) 持分法適用の非連結子会社 

  同左 

  

(3) 持分法を適用しない関連会社の

名称 

 (有)エムケーマーキュリー 

 合同会社エムケーユニバース 

(持分法を適用しない理由) 

  同左 

  

  

  

  

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社(有)エムケーチェリー

の中間決算日は11月30日でありま

す。中間連結財務諸表を作成するに

当たっては同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社 

同左 

  

(2) 持分法適用の非連結子会社 

同左 

  

(3) 持分法を適用しない関連会社の

名称 

 (有)エムケーマーキュリー 

  

(持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、当期純損
益及び利益剰余金等に及ぼす影響
が軽微であるため、持分法の適用
から除外しております。 

  
  

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社(有)エムケーサターン

及び(有)エムケーチェリーの決算日

は5月31日であります。連結財務諸

表を作成するに当たっては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っており

ます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価
方法 
(イ)有価証券 
①その他有価証券 
イ.時価のあるもの 
    ― 

     

  

  

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価
方法 
  (イ)有価証券 

①その他有価証券 

イ.時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価
方法 
  (イ)有価証券 

①その他有価証券 

イ.時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平



  

ロ.匿名組合出資金の会計処理 

  匿名組合出資を行うに際して、 

匿名組合の財産の持分相当額を

「その他の関係会社有価証券」と

して計上しております。 

   匿名組合への出資時に「その他

の関係会社有価証券」を計上し、

匿名組合が獲得した純損益の持分

相当額については、「売上高」又

は「売上原価」に計上するととも

に同額を「その他の関係会社有価

証券」に加減し、営業者からの出

資金の払戻しについては、「その

他の関係会社有価証券」を減額さ

せております。 

  

  

  

  

  

(ロ)たな卸資産 

①販売用不動産 

 個別法による原価法を採用してお

ります。 

  

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(イ)有形固定資産 

  定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

   建物：15年～18年 

   車両運搬具：６年 

   器具備品：５年～15年 

  

  

  

  

均法により算定） 

  

ロ.匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資を行うに際して、匿

名組合の財産の持分相当額を「投資

有価証券」または「その他の関係会

社有価証券」として計上しておりま

す。 

 匿名組合への出資時に「投資有

価証券」または「その他の関係会

社有価証券」を計上し、匿名組合

が獲得した純損益の持分相当額に

ついては、「売上高」又は「売上

原価」に計上するとともに同額を

「投資有価証券」または「その他

の関係会社有価証券」に加減し、

営業者からの出資金の払戻しにつ

いては、「投資有価証券」または

「その他の関係会社有価証券」を

減額させております。 

  

  

 (ロ)たな卸資産 

①販売用不動産 

同左 

  

  

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(イ)有形固定資産 

  定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

    建物：８年～18年 

    車両運搬具：６年 

    器具備品：５年～15年 

  

  

  

均法により算定） 

  

ロ.匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資を行うに際して、匿

名組合の財産の持分相当額を「その

他の関係会社有価証券」として計上

しております。 

 匿名組合への出資時に「その他

の関係会社有価証券」を計上し、

匿名組合が獲得した純損益の持分

相当額については、「売上高」又

は「売上原価」に計上するととも

に同額を「その他の関係会社有価

証券」に加減し、営業者からの出

資金の払戻しについては、「その

他の関係会社有価証券」を減額さ

せております。 

  

  

  

  

  

(ロ)たな卸資産 

①販売用不動産 

同左 

  

  

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(イ)有形固定資産 

 同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

(ロ)無形固定資産 

①商標権 

  定額法によっております。 

なお、耐用年数は10年でありま

す。 

  

②ソフトウェア 

定額法によっております。 

なお、自社利用目的のソフトウェ

アについては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。 

  

  

(ロ)無形固定資産 

①商標権 

  同左 

  

  

  

②ソフトウェア 

同左 

  

  

  

  

  

  

(ロ)無形固定資産 

①商標権 

 同左 

  

  

  

②ソフトウェア 

同左 

  

  

  

  

  

  



  

 (3) 重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

（ロ)賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てるた 

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、賞与の支給対象期間と連結

会計期間は同一であり、中間連結会

計期間においては、連結会計年度末

における賞与支給見込額のうち、中

間期の負担額を計上しております。 

  

  

(4) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移  

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

  

  

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

(イ)繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

支出時に全額費用処理しており

ます。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

   同左 

  

  

  

  

  

（ロ)賞与引当金 

   同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4)重要なリース取引の処理方法 

   同左 

  

  

  

  

  

  

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

(イ)繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用処理しており

ます。 

  

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

   同左 

  

  

  

  

  

（ロ）賞与引当金 

  ――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4)重要なリース取引の処理方法 

  同左 

  

  

  

  

  

  

(5) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

(イ)繰延資産の処理方法 

株式交付費 

同左 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

  

  

  

  

(ロ)消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処   

理は税抜処理によっております。 

社債発行費 

支出時に全額費用処理しており

ます。 

  

 (ロ)消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処   

理は税抜処理によっております。 

  

  

  

  

(ロ）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜処理によっております。 

   

  

  

  

  

   また、控除対象外消費税等につい

ては、当中間連結会計期間の負担す

べき期間費用として処理しておりま

す。 

  

５ 中間連結キャッシュ・フロー  

計算書における資金の範囲 

   手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー  

計算書における資金の範囲 

  同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 



  

  



  
  

次へ 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  

  

  

  

  

表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当中間連結会計期間より、固定資
産の減損に係る会計基準（「固定資
産の減損に係る会計基準の設定に関
する意見書」(企業会計審議会 平
成14年８月９日)）及び「固定資産
の減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第6
号)）を適用しております。これに
よる損益に与える影響はありませ
ん。 

  

― （固定資産の減損に係る会計基準） 
当連結会計年度より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資
産の減損に係る会計基準の設定に関
する意見書」(企業会計審議会 平
成14年8月9日)）及び「固定資産の
減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第6
号)）を適用しております。これに
よる損益に与える影響はありませ
ん。 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借
対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」(企業会計基準委員会
平成17年12月9日 企業会計基準第5
号) 及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成17
年12月9日 企業会計基準適用指針第
8号)を適用しております。従来の資
本の部の合計に相当する金額は
7,490,660千円であります。なお、
中間連結財務諸表規則の改正によ
り、当中間連結会計期間における純
資産の部については、改正後の中間
連結財務諸表規則により作成してお
ります。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」(企業会計基準委員会 平成
17年12月9日 企業会計基準第5号) 
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成17年12
月9日 企業会計基準適用指針第8号)
を適用しております。従来の資本の
部の合計に相当する金額は
3,982,630千円であります。なお、
連結財務諸表規則の改正により、当
連結会計年度における純資産の部に
ついては、改正後の連結財務諸表規
則により作成しております。 

― （ストック・オプション等に関する
会計基準等） 
 当中間連結会計期間から「ストッ
ク・オプション等に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17
年12月27日 企業会計基準第8号)及
び「ストック・オプション等に関す
る会計基準の適用指針」(企業会計
基準委員会 最終改正平成18年5月
31日 企業会計基準適用指針第11
号)を適用しております。 
 これにより、営業利益、経常利益
及び税金等調整前中間純利益が
6,136千円減少しております。 
  

― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

― （中間連結貸借対照表関係） 
前中間連結会計期間末において区

分掲記しておりました「その他の関



  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

係会社有価証券」につきまして
は、資産の総額の100分の5以下であ
るため、当中間連結会計期間より投
資その他の資産の「その他」に一括
して表示することと致しました。 
 なお、当中間連結会計期間末の
「その他の関係会社有価証券」の残
高は、13,412千円であります。 
  

― （中間連結損益計算書関係） 
前中間連結会計期間まで、営業外

費用で表示しておりました「新株発
行費償却」は、当中間連結会計期間
から「繰延資産の会計処理に関する
当面の取扱い」により「株式交付
費」として表示しております。 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年２月28日) 

前連結会計年度末 
(平成18年８月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 短期借入金200,000千円及び一年以

内返済予定の長期借入金230,000千

円の担保に供しているものは、次の

とおりであります。 

販売用不動産 468,080千円

※１ 担保資産及び担保付債務 

 一年以内返済予定の長期借入金

146,000千円、長期借入金3,540,000

千円及び社債1,970,000千円の担保

に供しているものは、次のとおりで

あります。 

販売用不動産 7,288,657千円

※１ 担保資産及び担保付債務 

  短期借入金200,000千円、一年以

内返済予定の長期借入金2,700,000

千円及び長期借入金316,000千円の

担保に供しているものは、次のと

おりであります。 

販売用不動産 4,104,067千円 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額        7,360千円 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額       14,641千円 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額        9,898千円 

  

※３ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

  

  

※３ 消費税等の取扱い 

  同左 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

  

  

給料手当 86,179千円

賞与引当金 
繰入 

92,841千円

貸倒引当金 
繰入 

614千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

給料手当 132,543千円

租税公課 65,226千円

賞与引当金 
繰入 

147,498千円

貸倒引当金 
繰入 

5,774千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

  

  

給料手当 192,846千円

賞与 129,148千円

貸倒引当金
繰入 

2,263千円

※２ ― ※２ ― ※２ 固定資産売却損の内容は、次
のとおりであります。 



  

  

  

  

  

  

※３ ― 

  

  

※３ ― 

器具備品          415千円
  

※３ 固定資産除却損の内容は、次
のとおりであります。 
建物              4,378千円

  



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  
（注）普通株式の発行済株式総数の増加7,980株は、平成18年9月30日付における新株予約権の行使による 

  増加1,980株及び平成18年11月6日を払込期日とする有償一般募集による増加6,000株であります。 

２ 新株予約権等に関する事項 

３ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。  

  

  

前連結会計年度（自 平成17年 9月 1日 至 平成18年 8月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注）１ 当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式は当連結会計年度期首株式数を

記載しております。 

２ 普通株式の発行済株式総数の増加7,000株は、平成18年3月22日を払込期日とする有償一般募集によるものであります。 

２ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

次へ 

  前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式         

  普通株式(株) 46,600 7,980 ― 54,580 

合計 46,600 7,980 ― 54,580 

会社名 内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 

当中間連結
会計期間末
残高(千円)

前連結会計

年度末 

当中間連結

会計期間 

増加 

当中間連結

会計期間 

減少 

当中間連結

会計期間末 

提出会社 
平成18年新株予約

権 
― ― ― ― ―  6,136 

合計  ― ― ― ― ―     6,136 

  前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式         

普通株式（株） 39,600 7,000 ― 46,600 

 合計 39,600 7,000 ― 46,600 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

  

(リース取引関係) 

前中間連結会計期間（自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日） 
リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。 

  
当中間連結会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。 
  

前連結会計年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 
リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。 

  

  

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年２月28日現在） 
時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 
  

  

当中間連結会計期間末（平成19年 2月28日現在） 
１  その他有価証券で時価のあるもの 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

  

現金及び預金 1,789,128千円

現金及び 
現金同等物 

1,789,128千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

  

現金及び預金 5,597,214千円

現金及び 
現金同等物 

5,597,214千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

  

現金及び預金 3,023,225千円

現金及び
現金同等物 

3,023,225千円

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金） 142,097

区分 
取得原価
(千円) 

中間連結貸借対照表
計上額 (千円) 

差額 
(千円) 

① 株式  3,295 3,892 596 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計  3,295 3,892 596 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

投資有価証券（匿名組合出資金） 46,643

その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金） 10,912 



    

  

前連結会計年度（平成18年 8月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

 (デリバティブ取引関係) 
前中間連結会計期間（自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
  

当中間連結会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 
当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  
前連結会計年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
  
  

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年 9月 1日 至 平成19年 2月28日） 

１ 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

           販売費及び一般管理費の株式報酬費用    6,136千円 

  

  

  

  

  

  

  

  

２ ストック・オプションの内容 

その他の関係会社有価証券（合同会社に対する持分） 

関係会社株式（非上場株式） 

 2,500 

 1,000 

計 61,055 

区分 
取得原価
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式  3,650 4,237 586 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計 3,650 4,237 586 

 会社名 提出会社 

決議年月日 平成18年11月22日 

付与対象者の区分及び数 
 当社の取締役1名 

当社の従業員8名 

ストック・オプション数 (注)１ 普通株式  400株 

付与日  平成18年12月25日 

 権利確定条件  (注)２ 



(注)１ 株式数に換算して記載しております。 
       ２ ①権利行使時において、当社及び当社と資本関係のある会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。 

②本新株予約権者は、新株予約権割当後、権利行使までに禁錮刑以上の刑に処せられていないことを要する。 
③本新株予約権者が死亡した場合は、その者の相続人がこれを行使できるものとする。 

④その他の条件については本総会決議および本取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する契約に

定めることによる。 

  

前連結会計年度（自 平成17年 9月 1日 至 平成18年 8月31日） 

１ ストック・オプションの内容 

(注)１ 株式数に換算して記載しております。 

  ２ ①権利行使時において、当社及び当社と資本関係のある会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。 

②本新株予約権者は、新株予約権割当後、権利行使までに禁錮刑以上の刑に処せられていないことを要する。 

③本新株予約権者が死亡した場合は、その者の相続人がこれを行使できるものとする。 

④その他の条件については本総会決議および本取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する契約に定

めることによる。 

３ 退職により従業員1名15株分の権利が喪失しております。 

４ 平成17年8月30日付をもって普通株式1株を30株に分割しております。 

  

 ２ ストック・オプションの規模及び変動状況 

前連結会計年度(平成18年8月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

対象勤務期間 
自 平成18年12月25日 

至 平成20年11月30日 

 権利行使期間 
自 平成20年12月 1日 

至 平成22年11月30日 

権利行使価格（円）  331,328 

付与日における公正な評価単価（円）  164,345 

  平成16年8月 

ストック・オプショ

ン 

平成17年8月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

付与対象者の区

分及び数 
当社の従業員１２名 

当社の取締役２名 

当社の従業員７名 

当社の従業員２名 

当社の入社予定者３名 

当社の取締役４名 

当社の従業員３名 

ストック・オプ

ション数(注)１ 

普通株式 

7,350株(注)３，４ 

普通株式 

3,600株(注)４ 

普通株式 

960株 

普通株式 

228株 

付与日 平成16年8月27日 平成17年8月4日 平成17年11月24日 平成17年11月24日 

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２ (注)２ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定め

はありません。 

対象勤務期間の定めは

ありません。 

対象勤務期間の定めは

ありません。 

対象勤務期間の定めは

ありません。 

権利行使期間 
自平成18年9月１日 

至平成21年8月31日 

自平成19年6月１日 

至平成22年5月31日 

自平成19年12月１日 

至平成21年11月30日 

自平成19年12月１日 

至平成20年11月30日 

  平成16年8月 

ストック・オプション 

平成17年8月 

ストック・オプション

平成17年11月 

ストック・オプション

平成17年11月 

ストック・オプション

権利確定前   (株) 

 前連結会計年度末 

  

6,900 

  

3,600 

  

― 

  

― 



  

②単価情報 

  

  

  

前へ     

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

権利確定後   (株) 

 前連結会計年度末 

 権利確定 

 権利行使 

 失効 

 未行使残 

― 

― 

― 

6,900 

  

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

3,600 

  

― 

― 

― 

― 

― 

960 

― 

― 

960 

  

― 

― 

― 

― 

― 

228 

― 

― 

228 

  

― 

― 

― 

― 

― 

  平成16年8月 

ストック・オプション 

平成17年8月 

ストック・オプション

平成17年11月 

ストック・オプション

平成17年11月 

ストック・オプション

権利行使価格  (円) 5,000 18,000 130,000 130,000 

行使時平均株価 (円) ― ― ― ― 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日) 
全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるアセット・マネージメント事業の割合が、いずれも90％を超えるた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

   (注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

（1）アセット・マネージメント事業  ：不動産等の投資提案、運用管理 

（2）アセット・インキュベーション事業  ：不動産等への投資、開発 

（3）その他の事業  ：ファイナンス事業他 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(347,311千円)の主なものは、当社の管理部門に係

る費用であります。 

  

前連結会計年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

     (注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

（1）アセット・マネージメント事業  ：不動産等の投資提案、運用管理 

（2）アセット・インキュベーション事業  ：不動産等への投資、開発 

  
アセット・
マネージメ
ント事業 
(千円) 

アセット・
インキュベ
ーション 
事業 
(千円) 

その他の 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全
社 

(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ売上高及び営業
損益 
売上高 

            

(1) 外部顧客に
対する売上
高 

641,292 6,803,862 26,338 7,471,493 ― 7,471,493 

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

― ― ― ― ― ― 

計 641,292 6,803,862 26,338 7,471,493 ― 7,471,493 

営業費用 210,045 4,332,855 12,817 4,555,718 347,311 4,903,030 

営業利益 431,246 2,471,006 13,520 2,915,774 (347,311) 2,568,463 

  
アセット・
マネージメ
ント事業 
(千円) 

アセット・
インキュベ
ーション 
事業 
(千円) 

その他の 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全
社 

(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ売上高及び営業
損益 
売上高 

            

(1) 外部顧客に
対する売上
高 

2,342,481 102,570 71,491 2,516,543 ― 2,516,543 

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

― ― ― ― ― ― 

計 2,342,481 102,570 71,491 2,516,543 ― 2,516,543 

営業費用 419,112 71,386 41,135 531,634 309,437 841,071 

営業利益 1,923,369 31,184 30,355 1,984,909 (309,437) 1,675,472 



（3）その他の事業  ：ファイナンス事業他 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(309,437千円)の主なものは、当社の管理部門に

係る費用であります。 

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日) 
前中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 
当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 
  

前連結会計年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 
前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日) 
前中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
当中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
  

前連結会計年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 
前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１株当たり純資産額 30,933円83銭 １株当たり純資産額 137,241円85銭 １株当たり純資産額 85,464円18銭

１株当たり中間純利益 14,201円58銭 １株当たり中間純利益 27,856円47銭 １株当たり当期純利益 20,650円23銭

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、新株予約
権の残高はありますが、当社株式
は非上場かつ非登録であったた
め、期中平均株価が把握できませ
んので記載しておりません。 

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

23,613円95銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

16,413円54銭

  
前中間連結会計期間

(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
 至 平成19年２月28日)

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８月31日)

1株当たり中間(当期)純利益
金額 

  

中間(当期)純利益(千円) 562,382 1,450,623 882,302 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円) 

562,382    1,450,623 882,302 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 
(株) 

39,600 52,074 42,726 

潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益金額 
      

  中間(当期)純利益調整額 

（千円） 
― ― ― 

普通株式増加数(株) ― 9,355 11,028 

（うち新株予約権（株）） ― 9,355 11,028 

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 

新株予約権４種類
(新株予約権 1,538個)

― ― 



(重要な後発事象) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

(１)当社の株式上場に伴う新株式発
行について 

平成18年２月20日及び平成18年３月
３日開催の取締役会において、下記
のとおり新株式の発行を決議し、平
成18年３月22日に払込が完了いたし
ました。 
この結果、平成18年３月22日付で資
本金は1,059,500千円、発行済株式
総数は46,600株となっております。 

  

  

(２)重要な連結範囲の変更 
 平成18年５月19日取締役会におい
て、連結子会社有限会社エムケービ
ーナスに対して追加融資することを
決議いたしました。概要は以下のと
おりであります。 
  

①募集方法 
  
  

：一般募集 
(ブックビルディング
方式による募集) 

②発行する株
式の種類及
び数 

：普通株式  7,000株 
  
  

③発行価格 ：１株につき370,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④引受価額 ：１株につき342,250円 

この価額は当社が引受人より１株当たり
の新株式払込金として受取った金額であ
ります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の総
額は、引受人の手取金となります。 

⑤発行価額 
  

：１株につき289,000円 
(資本組入額144,500円) 

⑥発行価額の
総額 

：2,023,000千円 
  

⑦払込金額の
総額 

：2,395,750千円 
  

⑧資本組入額
の総額 

：1,011,500千円 
  

⑨払込期日 ：平成18年３月22日 

⑩配当起算日 平成18年３月１日 

⑪資金の使途 
  
  
  
  
  

：アセット・マネージメ
ント事業等の投融資資
金及び借入金返済の資
金に充当し、残額を運
転資金に充当する予定
であります。 

― (１)新株予約権の行使 
  平成16年8月4日開催の臨時株主総
会決議に基づき付与した第1回新株
予約権の一部について、平成18年9
月1日時点において、以下のとおり
権利行使が行われております。 
 ①行使価格     ：5,000円 
 ②増加した株式の種類：普通株式 
 ③増加した株式の数 ：1,980株 
 ④増加した資本金   ：4,950千円 
 ⑤増加した資本準備金：4,950千円 
  
(２)重要な連結範囲の変更 

平成18年 9月19日開催の取締役会
において、平成18年 9月29日をもっ
て有限会社エムケーサターンを連結
子会社から除外することが決議され
ました。 
これは、同社が平成18年 9月29日

付で名古屋市中区における不動産事
業資金として投資家から匿名組合出
資を受け入れたことにより、当社の
同社に対する業務執行権限がないも
のと認定され、支配力基準により連
結対象から除外されるものでありま
す。 
なお、同社を連結対象から除外す

ることによる損益への影響は軽微で
あります。 
  
  



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

① 追加融資金額 
   500,000千円 
② 追加融資実行日 
   平成18年５月29日 
③ 利率 
   2.7％ 
④ 回収期限及び方法 
   平成19年１月31日を満期日 
   として一括返済 
  当該追加融資の実行によって、
同社のメインレンダーからの借入
金3,150,000千円のうち450,000千
円の元本一部返済が平成18年５月
30日に行われ、同時に当該借入金
に係る当社の連帯保証義務が解除
されました。この結果、同社は当
第３四半期より支配力基準により
連結対象から除かれ、同日をもっ
て当社に連結子会社は無くなって
おります。 

  なお、同社は、引き続き当社か
ら融資を受けており、その融資額
について重要性が認められるため
関連会社となっております。 

  また、同社が連結対象から除か
れることによる損益の影響はあり
ません。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

― (３) 公募による新株式発行につい
て 

平成18年10月11日開催の取締役会
において、下記のとおり新株式の発
行を決議し、平成18年11月 6日に払
込が完了いたしました。 
この結果、平成18年11月 6日付で

資本金は2,088,200千円、発行済株
式総数は54,580株となっておりま
す。 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式
による募集) 

② 発行する
株式の種
類及び数

：普通株式    6,000株

③ 発行価格 ：１株につき  363,750円

一般募集はこの価格にて行いました。 
④ 引受価額 ：１株につき  341,250円

この価額は当社が引受人より１株当たり
の新株式払込金として受取った金額であ
ります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の総
額は、引受人の手取金となります。 
⑤ 発行価額 ：１株につき  341,250円

(資本組入額 170,625円) 

⑥ 発行価額
の総額 

：2,047,500千円 

⑦ 払込金額
の総額 

：2,047,500千円 

⑧ 資本組入
額の総額

：1,023,750千円 

⑨ 払込期日 ：平成18年11月 6日 
⑩ 配当起算

日 
：平成18年 9月 1日 

⑪ 資金の使
途 

： アセット・インキュベ
ーション事業等の投融
資資金に充当予定であ
ります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

― (４)新株予約権の有利発行決議につ
いて 
当社は、平成18年11月22日開催

の定時株主総会において、会社法
第236条、第238条および第239条の
規定に基づき、ストックオプショ
ンとして、株主以外の者に対し特
に有利な条件をもって新株予約権
を発行することを決議しておりま
す。 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

１.株主以外の者に対し特に有利 
な条件をもって新株予約権を発行
する理由 
当社の取締役及び従業員の業績

向上に対する意欲や士気を高め、
当社業容進展に取り組んでもらう
ため 
２．新株予約権発行の要領 
(1) 新株予約権の目的たる株式の
種類及び数 
取締役に対して当社普通株式80

株、従業員に対して当社普通株式
320株を上限とする。 
ただし、下記(2)により、各新株

予約権の目的たる株式の数が調整
される場合には、調整後株式数に
発行する新株予約権の総数を乗じ
た数に調整されるものとする。 
(2) 発行する新株予約権の総数 

  取締役に対して80個、従業員に
対して320個を上限とする。各新
株予約権の目的たる株式の数は１
株とする。 

  ただし、当社が当社普通株式に
つき株式分割又は株式併合を行う
場合には、各新株予約権の目的た
る株式の数は、次の算式により調
整されるものとする。 

  調整後株式数 
  ＝調整前株式数×分割・併合の比率 
   また、当社が合併する場合、会
社分割を行う場合、資本減少を行
う場合、その他これらの場合に準
じて各新株予約権の目的たる株式
の数を調整する必要が生じた場合
にも、必要かつ合理的な範囲で、
各新株予約権の目的たる株式の数
は適切に調整されるものとする。 

  なお、調整の結果生じる１株未
満の端数は切り捨てる。 
(3) 新株予約権の発行価額 
 無償とする。 
(4) 新株予約権行使時に払込みを
なすべき金額 
新株予約権発行の日の属する月 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

― の前月各日（取引が成立しない日を 
除く。）における東京証券取引所に
おける当社普通株式の終値の平均値
に1.05を乗じた金額とし、1円未満
の端数は切り上げる。ただし、その
価格が新株予約権発行日の終値（取
引が成立しない場合はそれに先立つ
直近日の終値）を下回る場合は、新
株予約権発行の日の終値とする。 
なお、新株予約権発行後、当社が株
式分割、株式併合を行う場合は、次
の算式により払込金額を調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切
り上げる。 

  

  
また、時価を下回る価額で新株

式の発行または自己株式の処分を

調整後払込金額 ＝ 調整前払込
金額 

×
１

分割・併合の比率 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

行う場合は、次の算式により払
込金額を調整し、調整により生じ
る１円未満の端数は切り上げる。 
  

  

  
なお、上記の算式において、「既

発行株式数」とは、当社の発行済普
通株式総数から当社が保有する普通
株式にかかる自己株式数を控除した
数とし、また、自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替え
るものとする。 
さらに、当社が合併する場合、会

社分割を行う場合、資本減少を行う
場合、その他これらの場合に準じて
行使価格を調整する必要が生じた場
合にも、必要かつ合理的な範囲で、
行使価格は、適正に調整されるもの
とする。 
（5）新株予約権の行使期間 

平成20年12月１日から平成22年11
月30日までとする。 
ただし、行使期間の 終日が当社

の休業日にあたるときはその前営業
日を 終日とする。 
  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 

 
  
×

既発行株式数 ＋

新規発行   ×１株当たり  
(処分)株式数  払込金額 

１株当たり時価 
既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

― (6)新株予約権の行使により株式を

発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項 

増加する資本金の額は払込金額に
0.5を乗じた金額とし、計算の結果
１円未満の端数を生じる場合は、そ
の端数を切り上げた額とする。 
増加する資本準備金の額は払込金

額から増加する資本金の額を控除し
た額とする。 
(7) 新株予約権の行使の条件 
①権利行使時において、当社及び当
社と資本関係のある会社の取締役、
監査役、従業員であることを要す
る。 
②本新株予約権者は、以下の期間毎
に、割当てられた本新株予約権の全
部または一部を行使できるものとす
る。その計算にあたっては、１株未
満の端数は切り捨てるものとする。 
  (イ) 平成20年12月1日から平成21
年11月30日までは、割当てられた
本新株予約権の目的たる株式数の
２分の１について行使することが
できるものとする。 

  (ロ) 平成21年12月1日から平成22
年11月30日までは、割当てられた
本新株予約権の目的たる株式数の
２分の１について行使することが
できるものとする。 
③本新株予約権者は、新株予約権割
当後、権利行使までに禁固刑以上の
刑に処されていないことを要する。 
④本新株予約権者が死亡した場合



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

は、その者の相続人がこれを行使で
きるものとする。 
⑤その他の条件については本総会決
議および本取締役会決議に基づき、
当社と本新株予約権者との間で締結
する契約に定めることによる。 
(8) 当社の取締役への発行に係る報
酬等としての算定方法 
当社の取締役への新株予約権の発

行は、その額が確定していない報酬
等に該当します。その報酬等の算定
方法については、新株予約権の発行
日において算定した新株予約権１個
当たりの公正価額に、当社の取締役
に発行する新株予約権の総数を乗じ
て得た額とします。 
新株予約権１個当たりの公正価額

とは、新株予約権の発行日の株価及
び払込金額等を用いてブラック・シ 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

― ョールズ・モデルにより算定した公
正な評価単価に基づくものとする。
(9) 新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得に
ついては、取締役会の承認を要す
る。 

  



  

  
  
  

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 金額(千円)

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    1,671,096 5,585,936   2,698,104 

２ 売掛金    129,850 185,227   92,141 

３ 営業貸付金    ― 1,199,519   313,895 

４ 販売用不動産 ※1  510,595 7,781,102   4,371,816 

５ 短期貸付金    413,000 ―   ― 

６ 物件取得等仮払 
  金 

   1,720 ―   ― 

７ その他    154,467 371,383   633,313 

  貸倒引当金    △3,597 △9,196   △4,022 

流動資産合計    2,877,132 92.1 15,113,973 98.2   8,105,249 95.8

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※2        

(1) 建物    4,478 18,693   20,507 

(2) 車両運搬具    1,660 5,726   1,345 

(3) 器具備品    4,666 16,274   18,394 

有形固定資産合
計 

   10,805 0.3 40,694 0.3   40,246 0.5

２ 無形固定資産    16,546 0.5 36,097 0.2   25,939 0.3

３ 投資その他の資 
  産 

         

(1) その他の関係
会社有価証券 

   142,097 ―   53,390 

(2) 関係会社長期
貸付金 

   ― ―   110,000 

(3) その他    78,307 193,832   129,467 

貸倒引当金    ― ―   △660 

投資その他の資
産合計 

   220,404 7.1 193,832 1.3   292,197 3.4

固定資産合計    247,756 7.9 270,624 1.8   358,383 4.2

資産合計    3,124,889 100.0 15,384,597 100.0   8,463,633 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 金額(千円)

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金    ― 3,689   2,085 

２ 短期借入金 ※1  780,000 300,000   400,000 

３ 一年以内返済予
定の長期借入金 

※1  242,996 148,178   2,708,676 

４ 未払法人税等    488,911 1,143,367   497,624 

５ 預り金    152,739 428,726   385,472 

６ 賞与引当金    92,841 147,498   ― 

７ その他 ※3  105,649 206,486   172,282 

流動負債合計    1,863,137 59.6 2,377,947 15.5   4,166,140 49.2

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 ※1  ― 1,970,000   ― 

２ 長期借入金 ※1  2,178 3,540,000   316,000 

固定負債合計    2,178 0.1 5,510,000 35.8   316,000 3.8

負債合計    1,865,315 59.7 7,887,947 51.3   4,482,140 53.0

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    48,000 1.5 ─ ─   ─ ─

Ⅱ 利益剰余金          

１ 中間未処分利益    1,211,573 ─   ─ 

利益剰余金合計    1,211,573 38.8 ─ ─   ─ ─

資本合計    1,259,573 40.3 ─ ─   ─ ─

負債資本合計    3,124,889 100.0 ─ ─   ─ ─

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 金額(千円)

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     ― ― 2,088,200 13.6   1,059,500 12.5

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   ―   2,412,950 1,384,250   

資本剰余金合計     ― ― 2,412,950 15.7   1,384,250 16.3

３ 利益剰余金           

(1) その他利益剰
余金 

          

繰越利益剰余金   ―   2,989,009 1,537,394   

利益剰余金合計     ― ― 2,989,009 19.4   1,537,394 18.2

株主資本合計     ― ― 7,490,159 48.7   3,981,144 47.0

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券  
評価差額金 

    ― 353   347 

評価・換算差額等
合計 

    ― ― 353 0.0   347 0.0

Ⅲ 新株予約権     ― ― 6,136 0.0   ― ―

純資産合計     ― ― 7,496,650 48.7   3,981,492 47.0

負債純資産合計     ― ― 15,384,597 100.0   8,463,633 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 
 至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 金額(千円)

百分比
(％) 金額(千円) 

百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    1,451,096 100.0 7,471,413 100.0   2,485,519 100.0

Ⅱ 売上原価    85,725 5.9 4,273,244 57.2   139,591 5.6

売上総利益    1,365,370 94.1 3,198,169 42.8   2,345,927 94.4

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

   296,856 20.5 626,197 8.4   685,229 27.6

営業利益    1,068,513 73.6 2,571,972 34.4   1,660,698 66.8

Ⅳ 営業外収益 ※1  3,998 0.3 4,799 0.1   15,301 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※2  40,944 2.8 118,459 1.6   94,262 3.8

経常利益    1,031,567 71.1 2,458,311 32.9   1,581,738 63.6

Ⅵ 特別損失 ※3  ― ― ― ―   17,939 0.7

税引前中間(当
期)純利益 

   1,031,567 71.1 2,458,311 32.9   1,563,798 62.9

法人税、住民税 
及び事業税 

  488,912   1,125,492 651,363   

法人税等調整額   △54,321 434,591 30.0 △118,796 1,006,696 13.5 △10,362 641,001 25.8

中間(当期)純利
益 

   596,976 41.1 1,451,615 19.4   922,797 37.1

前期繰越利益    614,597 ─   ─ 

中間未処分利益    1,211,573 ─   ─ 

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金

その他利
益剰余金 

繰越利益剰余金

平成18年８月31日残高(千円) 1,059,500 1,384,250 1,537,394 3,981,144 

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行 1,028,700 1,028,700 2,057,400 

 中間純利益   1,451,615 1,451,615 

 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

  ― 

中間会計期間中の変動額合計
(千円) 

1,028,700 1,028,700 1,451,615 3,509,015 

平成19年２月28日残高(千円) 2,088,200 2,412,950 2,989,009 7,490,159 

  

評価・換算差 
額等 

新株予約権 純資産合計
その他有価証 
券評価差額金 

平成18年８月31日残高(千円) 347 ― 3,981,492

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行   2,057,400

 中間純利益   1,451,615

 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

5 6,136 6,142

中間会計期間中の変動額合計
(千円) 

5 6,136 3,515,157

平成19年２月28日残高(千円) 353 6,136 7,496,650



前事業年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日）    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

その他利

益剰余金 

繰越利益剰余金

平成17年8月31日残高(千

円) 
48,000 ― 614,597 662,597 

事業年度中の変動額         

新株の発行 1,011,500 1,384,250   2,395,750 

当期純利益     922,797 922,797 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額) 

      ― 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

1,011,500 1,384,250 922,797 3,318,547 

平成18年8月31日残高(千

円) 
1,059,500 1,384,250 1,537,394 3,981,144 

  評価・換算差
額等 

純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

平成17年8月31日残高(千

円) 
― 662,597 

事業年度中の変動額     

新株の発行   2,395,750 

当期純利益   922,797 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額) 

347 347

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

347 3,318,894

平成18年8月31日残高(千

円) 
347 3,981,492 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１.資産の評価基準及び評価方法 

(１)有価証券 

 ①その他有価証券 

 イ．時価のあるもの 

  ― 

  

  

  

  

ロ．匿名組合出資金の会計処理 

   匿名組合出資を行うに際し

て、匿名組合の財産の持分相当

額を「その他の関係会社有価証

券」として計上しております。 

   匿名組合への出資時に「その

他の関係会社有価証券」を計上

し、匿名組合が獲得した純損益

の持分相当額については、「売

上高」又は「売上原価」に計上

するとともに同額を「その他の

関係会社有価証券」に加減し、

営業者からの出資金の払戻しに

ついては、「その他の関係会社

有価証券」を減額させておりま

す。 

１.資産の評価基準及び評価方法 

(１)有価証券 

 ①その他有価証券 

 イ．時価のあるもの 

  中間決算期末日の市場価格に基

づく時価法 

  (評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算出) 

ロ．匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資を行うに際して、

匿名組合の財産の持分相当額を

「投資有価証券」または「その他

の関係会社有価証券」として計上

しております。 

匿名組合への出資時に「投資有

価証券」または「その他の関係会

社有価証券」を計上し、匿名組合

が獲得した純損益の持分相当額に

ついては、「売上高」又は「売上

原価」に計上するとともに同額を

「投資有価証券」または「その他

の関係会社有価証券」に加減し、

営業者からの出資金の払戻しにつ

いては、「投資有価証券」または

「その他の関係会社有価証券」を

減額させております。 

  

１.資産の評価基準及び評価方法 

(１)有価証券 

 ①その他有価証券 

 イ.時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく

時価法 

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算出） 

ロ.匿名組合出資金の会計処理 

   匿名組合出資を行うに際して、

匿名組合の財産の持分相当額を

「その他の関係会社有価証券」

として計上しております。 

匿名組合への出資時に「その他

の関係会社有価証券」を計上

し、匿名組合が獲得した純損益

の持分相当額については、「売

上高」又は「売上原価」に計上

するとともに同額を「その他の

関係会社有価証券」に加減し、

営業者からの出資金の払戻しに

ついては、「その他の関係会社

有価証券」を減額させておりま

す。 

(２)たな卸資産 

 販売用不動産 

  個別法による原価法によってお

ります。 

  

(２)たな卸資産 

 販売用不動産 

  同左 

(２)たな卸資産 

 販売用不動産 

  同左 

２.固定資産の減価償却の方法 

(１)有形固定資産 

  定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

  建物   ：15年～18年 

  車両運搬具：６年 

  器具備品 ：５年～15年 

２.固定資産の減価償却の方法 

(１)有形固定資産 

  定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

  建物   : ８年～18年 

  車両運搬具：６年 

  器具備品 ：５年～15年 

２.固定資産の減価償却の方法 

(１)有形固定資産 

  同左 

(２)無形固定資産 

 ①商標権 

  定額法によっております。 

  なお、耐用年数は10年でありま

す。 

(２)無形固定資産 

 ①商標権 

  同左 

(２)無形固定資産 

 ①商標権 

  同左 

      



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

②ソフトウェア 

   定額法によっております。 
  なお、自社利用目的のソフトウ
ェアについては、社内における見
込利用可能期間（５年）に基づく
定額法を採用しております。 

  
３.引当金の計上基準 

(１)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

②ソフトウェア 
  同左 
  
  
  
  
  
３.引当金の計上基準 
(１)貸倒引当金 
  同左 

②ソフトウェア 
    同左 
  
  
  
  
  
３.引当金の計上基準 
 (１)貸倒引当金 
  同左 

(２)賞与引当金 

  従業員の賞与支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。 

  なお、賞与の支給対象期間と会

計期間は同一であり、中間会計期

間においては、会計年度末におけ

る賞与支給見込額のうち、中間期

の負担額を計上しております。 

  

(２)賞与引当金 

  同左 

(２)賞与引当金 

  ― 

４.リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

  

４.リース取引の処理方法 

同左 

４.リース取引の処理方法 

同左 

５.その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(１)繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

   支出時に全額費用処理してお

ります。 

５.その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(１)繰延資産の処理方法 

  株式交付費 

   支出時に全額費用処理してお

ります。 

  社債発行費 

   支出時に全額費用処理してお

ります。  

５.その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(１)繰延資産の処理方法 

  株式交付費 

   同左 

(２)消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

(２)消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

また、控除対象外消費税等につ

いては、当中間会計期間の負担す

べき期間費用として処理しており

ます。 

(２)消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日)）及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６

号)）を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありませ

ん。 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日)）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)）を

適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

  

― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は7,490,513千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準適用指針第8号）

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は3,981,492千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

  

― （ストック・オプション等に関する

会計基準等） 

 当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第8号)及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の摘要指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年5月31

日 企業会計基準適用指針第11号)

を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が6,136千円

減少しております。 

  

― 

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

― （中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末において区分掲



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

記しておりました「その他の関係

会社有価証券」につきましては、資

産の総額の100分の5以下であるた

め、当中間会計期間より投資その他

の資産の「その他」に一括して表示

することと致しました。 

 なお、当中間会計期間末の「その

他の関係会社有価証券」の残高は、

13,412千円であります。 

              

  

前中間会計期間末 
(平成18年２月28日) 

当中間会計期間末
(平成19年２月28日) 

前事業年度末 
(平成18年８月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 
 短期借入金200,000千円及び一年 
以内返済予定の長期借入金230,000
千円の担保に供しているものは、次
のとおりであります。 

  

販売用不動産 468,080千円

※１ 担保資産及び担保付債務 
 一年以内返済予定の長期借入金
146,000千円、長期借入金3,540,000
千円及び社債1,970,000千円の担保
に供しているものは、次のとおりで
あります。 
 販売用不動産  7,288,657千円 

  

※１ 担保資産及び担保付債務 
  短期借入金200,000千円、一年以 
内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金
2,700,000 千円 及び 長期 借入 金
316,000千円の担保に供しているも
のは、次のとおりであります。 
販売用不動産 4,104,067千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計 ※２ 有形固定資産の減価償却累計 ※２ 有形固定資産の減価償却累計



  

額         7,360千円 
  

額       14,641千円 額        9,898千円 

※３ 消費税等の取扱い 
  仮払消費税等及び仮受消費税等は
相殺のうえ、流動負債の「その他」
に含めて表示しております。 
  

※３ 消費税等の取扱い 
   同左 

※３ ― 
    

   ４ 保証債務 
  当社は有限会社エムケービーナス 
の不動産購入を目的とした借入金の
返済について連帯保証を行ってお
り、その借入残高は3,150,000千円
であります。 

 ４ ― 
    

  
  
  
  

 ４ ― 
    

  
  
  
  
  



(中間損益計算書関係) 

  

  
  

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 
当中間会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

     自己株式の種類及び株式数に関する事項 
      該当事項はありません。 

  
前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

     自己株式の種類及び株式数に関する事項 
      該当事項はありません。 

  

  

(リース取引関係) 
前中間会計期間（自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日） 

リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。 
  

当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 
リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。 

  
前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。 
  

  

  

  

  

  

  

  

(有価証券関係) 
前中間会計期間（自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
  

当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  
前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

※１ 営業外収益のうち主な項目 

  
受取利息 3,990千円

※１ 営業外収益のうち主な項目 

受取利息 4,247千円

※１ 営業外収益のうち主な項目 

受取利息 15,206千円

※２ 営業外費用のうち主な項目 

支払利息 9,619千円

新株発行費償却 6,878千円

株式公開関連費 24,395千円

※２ 営業外費用のうち主な項目 

支払利息 35,025千円

融資手数料  
社債発行費償却
株式交付費 

20,800千円
39,181千円
18,135千円

  

※２ 営業外費用のうち主な項目 

支払利息 23,741千円

株式交付費   27,435千円

株式公開関連費 42,054千円

※３ 特別損失の内訳 

   ― 

※３ 特別損失の内訳 

   ― 

※３ 特別損失の内訳 

  

固定資産売却損 415千円

固定資産除却損 4,378千円

事務所移転費用 13,145千円

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産の 
減価償却実施額 

1,361千円

無形固定資産の 
減価償却実施額 

452千円

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産の
減価償却実施額 

4,743千円

無形固定資産の
減価償却実施額 

4,130千円

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産の 
減価償却実施額 

5,084千円

無形固定資産の 
減価償却実施額 

2,395千円



  
  

(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１株当たり純資産額 31,807円41銭 １株当たり純資産額 137,239円16銭 １株当たり純資産額 85,439円75銭

１株当たり中間純利益 15,075円16銭 １株当たり中間純利益 27,875円52銭 １株当たり当期純利益 21,598円01銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、新株予約権の

残高はありますが、当社株式は非上

場かつ非登録であったため、期中平

均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益         23,630円10銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益         17,166円87銭

  
前中間会計期間

(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年9月１日 
至 平成19年2月28日)

前事業年度 
 (自 平成17年9月１日 
至 平成18年8月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額 
  

    

 中間(当期)純利益（千円） 596,976 1,451,615 922,797 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益（千円） 

596,976 1,451,615 922,797 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 39,600 52,074 42,726 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益金額 

      

 中間(当期)純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数(株) ― 9,355 11,028 

 （うち新株予約権（株）） ― 9,355 11,028 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間(当期)純利益の
算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権４種類 
（新株予約権1,538個）

    ―     ― 



(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

(１)当社の株式上場に伴う新株式発
行について 

平成18年２月20日及び平成18年３月
３日開催の取締役会において、下記
のとおり新株式の発行を決議し、平
成18年３月22日に払込が完了いたし
ました。 
この結果、平成18年３月22日付で資
本金は1,059,500千円、発行済株式
総数は46,600株となっております。 

  

  

  
  

①募集方法 
  
  

：一般募集 
(ブックビルディング
方式による募集) 

②発行する株
式の種類及
び数 

：普通株式  7,000株 
  
  

③発行価格 ：１株につき370,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④引受価額 ：１株につき342,250円 

この価額は当社が引受人より１株当たり
の新株式払込金として受取った金額であ
ります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の総
額は、引受人の手取金となります。 

⑤発行価額 
  

：１株につき289,000円 
(資本組入額144,500円) 

⑥発行価額の
総額 

：2,023,000千円 
  

⑦払込金額の
総額 

：2,395,750千円 
  

⑧資本組入額
の総額 

：1,011,500千円 
  

⑨払込期日 ：平成18年３月22日 

⑩配当起算日 平成18年３月１日 

⑪資金の使途 
  
  
  
  
  

：アセット・マネージメ
ント事業等の投融資資
金及び借入金返済の資
金に充当し、残額を運
転資金に充当する予定
であります。 

― (１)新株予約権の行使 
  平成16年8月4日開催の臨時株主総
会決議に基づき付与した第1回新株
予約権の一部について、平成18年9
月1日時点において、以下のとおり
権利行使が行われております。 
 ①行使価格     ：5,000円 
 ②増加した株式の種類：普通株式 
 ③増加した株式の数 ：1,980株 
 ④増加した資本金   ：4,950千円 
 ⑤増加した資本準備金：4,950千円 
  

  
  
  



  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

― (２) 公募新株式発行について 
平成18年10月11日開催の取締役会

において、下記のとおり新株式の発
行を決議し、平成18年11月 6日に払
込が完了いたしました。 
この結果、平成18年11月 6日付で資
本金は2,088,200千円、発行済株式
総数は 54,580株となっておりま
す。    
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式
による募集) 

② 発行する
株式の種
類及び数

：普通株式   6,000株 

③ 発行価格 :１株につき  363,750円 
一般募集はこの価格にて行いました。 
④ 引受価額 ：１株につき 341,250円 

この価額は当社が引受人より１株当たり
の新株式払込金として受取った金額であ
ります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の総
額は、引受人の手取金となります。 
⑤ 発行価額 ：１株につき 341,250円 

(資本組入額 170,625円) 

⑥ 発行価額
の総額 

：2,047,500千円 

⑦ 払込金額
の総額 

：2,047,500千円 

⑧ 資本組入
額の総額

：1,023,750千円 

⑨ 払込期日 ：平成18年11月 6日 
⑩ 配当起算

日 
：平成18年 9月 1日 

⑪ 資金の使
途 

： アセット・インキュベ
ーション事業等の投融
資資金に充当予定であ
ります。 

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  

― (３)新株予約権の有利発行決議につ
いて 
当社は、平成18年11月22日開催

の定時株主総会において、会社法



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

第236条、第238条および第239条
の規定に基づき、ストックオプシ
ョンとして、株主以外の者に対し
特に有利な条件をもって新株予約
権を発行することを決議しており
ます。 
１.株主以外の者に対し特に有利 
な条件をもって新株予約権を発行
する理由 
当社の取締役及び従業員の業績

向上に対する意欲や士気を高め、
当社業容進展に取り組んでもらう
ため 
２．新株予約権発行の要領 
(1) 新株予約権の目的たる株式の
種類及び数 
取締役に対して当社普通株式80

株、従業員に対して当社普通株式
320株を上限とする。 
ただし、下記(2)により、各新株

予約権の目的たる株式の数が調整
される場合には、調整後株式数に
発行する新株予約権の総数を乗じ
た数に調整されるものとする。 
(2) 発行する新株予約権の総数 

  取締役に対して80個、従業員に
対して320個を上限とする。各新
株予約権の目的たる株式の数は１
株とする。 

  ただし、当社が当社普通株式に
つき株式分割又は株式併合を行う
場合には、各新株予約権の目的た
る株式の数は、次の算式により調
整されるものとする。 

  調整後株式数 
  ＝調整前株式数×分割・併合の比率 
   また、当社が合併する場合、会
社分割を行う場合、資本減少を行
う場合、その他これらの場合に準
じて各新株予約権の目的たる株式
の数を調整する必要が生じた場合
にも、必要かつ合理的な範囲で、
各新株予約権の目的たる株式の数
は適切に調整されるものとする。 

  なお、調整の結果生じる１株未
満の端数は切り捨てる。 
(3) 新株予約権の発行価額 
 無償とする。 

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

― (4) 新株予約権行使時に払込みを
なすべき金額 

新株予約権発行の日の属する月の前
月各日（取引が成立しない日を 
除く。）における東京証券取引所に
おける当社普通株式の終値の平均値
に1.05を乗じた金額とし、1円未満
の端数は切り上げる。ただし、その
価格が新株予約権発行日の終値（取
引が成立しない場合はそれに先立つ
直近日の終値）を下回る場合は、新
株予約権発行の日の終値とする。 
なお、新株予約権発行後、当社が株
式分割、株式併合を行う場合は、次
の算式により払込金額を調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切
り上げる。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込
金額 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
また、時価を下回る価額で新株

式の発行または自己株式の処分を
行う場合は、次の算式により払込
金額を調整し、調整により生じる
１円未満の端数は切り上げる。 
  

  

  
なお、上記の算式において、「既

発行株式数」とは、当社の発行済普
通株式総数から当社が保有する普通
株式にかかる自己株式数を控除した
数とし、また、自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替え
るものとする。 
さらに、当社が合併する場合、会

社分割を行う場合、資本減少を行う
場合、その他これらの場合に準じて
行使価格を調整する必要が生じた場
合にも、必要かつ合理的な範囲で、
行使価格は、適正に調整されるもの
とする。 
（5）新株予約権の行使期間 

平成20年12月１日から平成22年11
月30日までとする。 
ただし、行使期間の 終日が当社

の休業日にあたるときはその前営業 

×
１

分割・併合の比率 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 

 
×

既発行株式数 ＋

新規発行   ×１株当たり  
(処分)株式数  払込金額 

１株当たり時価 
既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

― 日を 終日とする。 

(6)新株予約権の行使により株式を

発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項 

増加する資本金の額は払込金額に
0.5を乗じた金額とし、計算の結果
１円未満の端数を生じる場合は、そ
の端数を切り上げた額とする。 
増加する資本準備金の額は払込金

額から増加する資本金の額を控除し
た額とする。 
(7) 新株予約権の行使の条件 
①権利行使時において、当社及び当
社と資本関係のある会社の取締役、
監査役、従業員であることを要す
る。 
②本新株予約権者は、以下の期間毎
に、割当てられた本新株予約権の全
部または一部を行使できるものとす
る。その計算にあたっては、１株未
満の端数は切り捨てるものとする。 
  (イ) 平成20年12月1日から平成21
年11月30日までは、割当てられた
本新株予約権の目的たる株式数の
２分の１について行使することが
できるものとする。 

  (ロ) 平成21年12月1日から平成22
年11月30日までは、割当てられた
本新株予約権の目的たる株式数の



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

２分の１について行使することがで
きるものとする。 
③本新株予約権者は、新株予約権割
当後、権利行使までに禁固刑以上の
刑に処されていないことを要する。 
④本新株予約権者が死亡した場合
は、その者の相続人がこれを行使で
きるものとする。 
⑤その他の条件については本総会決
議および本取締役会決議に基づき、
当社と本新株予約権者との間で締結
する契約に定めることによる。 
(8) 当社の取締役への発行に係る報
酬等としての算定方法 
当社の取締役への新株予約権の発

行は、その額が確定していない報酬
等に該当します。その報酬等の算定
方法については、新株予約権の発行
日において算定した新株予約権１個
当たりの公正価額に、当社の取締役
に発行する新株予約権の総数を乗じ
て得た額とします。 
  
  

前中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

― 新株予約権１個当たりの公正価額と
は、新株予約権の発行日の株価及び
払込金額等を用いてブラック・ショ
ールズ・モデルにより算定した公正
な評価単価に基づくものとする。 
(9) 新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得に
ついては、取締役会の承認を要す
る。 

  



  

  

  
  
  
  
  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
半期報告書の 

訂正報告書 

事業年度（第５期中）（自平成17年９月１日至平成18

年２月28日）の半期報告書に係る訂正報告書 

平成18年９月25日 

関東財務局長に提出 

(2) 
有価証券届出書 

及びその添付書類 
一般募集による増資及び売出し 

平成18年10月11日 

関東財務局長に提出 

(3) 
有価証券届出書の訂

正届出書 
(2)の有価証券届出書にかかる訂正届出書 

平成18年10月12日 

平成18年10月26日 

関東財務局長に提出 

(4) 
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度  自平成17年９月１日 

（第５期） 至平成18年８月31日 

平成18年11月29日 

関東財務局長に提出 

(5) 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定（新株

予約権の発行決議）に基づく臨時報告書 

平成18年12月19日 

関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



  

  

平成１８年５月３０日

  

  

  

  

  

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エムケーキャピタルマネージメントの平成１７年９月１日から平成１８年８月３１日までの連結会計年度の中間

連結会計期間（平成１７年９月１日から平成１８年２月２８日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を

行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社エムケーキャピタルマネージメント及び連結子会社の平成１８年２月２８日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１７年９月１日から平成１８年２月２８日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載の通り、連結子会社である有限会社エムケービーナスに対する会社の連帯債務保証が平成１８

年５月３０日付けで解除されたことに伴い、同社は連結対象から除かれ関連会社となっている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以 上

 

独立監査人の中間監査報告書

株式会社 エムケーキャピタルマネージメント 

取   締   役   会 御中   

監査法人 ト ー マ ツ   

指定社員 
業務執行社員   公認会計士 永  田  高  士 印 

          

指定社員 
業務執行社員   公認会計士 木  村  研  一 印 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管して

いる。 



  

  

平成１９年５月２９日

  

  

  

  

  

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エムケーキャピタルマネージメントの平成１８年９月１日から平成１９年８月３１日までの連結会計年度の中間

連結会計期間（平成１８年９月１日から平成１９年２月２８日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社エムケーキャピタルマネージメント及び連結子会社の平成１９年２月２８日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年９月１日から平成１９年２月２８日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

独立監査人の中間監査報告書

株式会社 エムケーキャピタルマネージメント 

取   締   役   会 御中   

監査法人 ト ー マ ツ   

指定社員 
業務執行社員   公認会計士 永  田  高  士 印 

          

指定社員 
業務執行社員   公認会計士 木  村  研  一 印 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管して

いる。 



  

  

平成１８年５月３０日

  

  

  

  

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エムケーキャピタルマネージメントの平成１７年９月１日から平成１８年８月３１日までの第５期事業年度の中

間会計期間（平成１７年９月１日から平成１８年２月２８日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及

び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社エムケーキャピタルマネージメントの平成１８年２月２８日現在の財政状態及び同日をもって終了する

中間会計期間（平成１７年９月１日から平成１８年２月２８日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

独立監査人の中間監査報告書

株式会社 エムケーキャピタルマネージメント 

取   締   役   会 御中   

監査法人 ト ー マ ツ   

指定社員 
業務執行社員   公認会計士 永  田  高  士 印 

          

指定社員 
業務執行社員   公認会計士 木  村  研  一 印 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管して

いる。 



  

  

平成１９年５月２９日

  

  

  

  

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エムケーキャピタルマネージメントの平成１８年９月１日から平成１９年８月３１日までの第６期事業年度の中

間会計期間（平成１８年９月１日から平成１９年２月２８日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社エムケーキャピタルマネージメントの平成１９年２月２８日現在の財政状態及び同日をもって終了する

中間会計期間（平成１８年９月１日から平成１９年２月２８日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

独立監査人の中間監査報告書

株式会社 エムケーキャピタルマネージメント 

取   締   役   会 御中   

監査法人 ト ー マ ツ   

指定社員 
業務執行社員   公認会計士 永  田  高  士 印 

          

指定社員 
業務執行社員   公認会計士 木  村  研  一 印 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管して

いる。 
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